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国民健康保険団体連合会保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業規則例 

 

〇〇県国民健康保険団体連合会保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業規則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この規則は、〇〇県国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）が行う保険財政

共同安定化事業及び高額医療費共同事業(以下「保険財政共同安定化事業等」という。)の実施に

ついて規定することを目的とする。 

（保険財政共同安定化事業等） 

第二条 連合会は、国民健康保険における財政の安定化を図るため、保険財政共同安定化事業等を

行うものとする。 

（対象保険者） 

第三条 保険財政共同安定化事業等の対象となる保険者は、連合会の会員である市町村（以下「会

員市町村」という。）とする。 

 

第二章 保険財政共同安定化事業等に係る交付金 

（交付金の対象) 

第四条 保険財政共同安定化事業等に係る交付金の交付は、毎年度、当該年度の前年度の一月一日

から当該年度の十二月三十一日までの間において支出負担行為をした一般被保険者（退職被保険

者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。）に係る医療費を対象とする。 

（交付金の交付基準） 

第五条 連合会は、次の各号により算定した額を会員市町村に対して交付する。 

一 保険財政共同安定化事業交付金 

当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において支出負担行為

をした当該会員市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、

入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に

ついての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額（当該療養につき他

の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときは、

その給付額を控除した額。以下「療養の給付に要した費用の額等」という。）のうち、当該一

般被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係るもの（当該療養（特定

給付対象療養を除く。）につき他の法令による医療に関する給付が行われたときは、その給付

額を控除した額。以下同じ。）の八十万円までの部分の額の合算額に給付率を乗じて得た額（以

下「拠出対象額」という。）と当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日ま

での間に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額のうち当該得た額について当該会員市

町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額（下記Ⅰの式によ

り算出される額）との合算額（前期高齢者交付金がある場合には、下記Ⅱの式により算出され

る額を控除した額）の百分の五十九に相当する額（以下「保険財政共同安定化事業基準拠出対

象額」という。）とすること。 

 

 

 

Ｉ 

当該年度の前

年度の前期高

齢者納付金の

納付に要する

費用の額（三ヶ

月分） 

× 

当該年度の前年度の一月一日から同年度の三月三十一日までの 

当該会員市町村の前期高齢被保険者に係る拠出対象額 

当該年度の前年度の当該会員市町村の前期高齢被保険者に係るアに掲げ

る額並びに後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要した費用の

額との合計額の十二分の三 
 



＋ 

当該年度の前 

期高齢者納付 

金の納付に要 

する費用の額 

（九ヶ月分） 

× 

当該年度の四月一日から同年度の十二月三十一日までの 

当該会員市町村の前期高齢被保険者に係る拠出対象額 

当該年度の当該会員市町村の前期高齢被保険者に係るアに掲げる額並び

に後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要した費用の額との合

計額の十二分の九 
 

 

Ⅱ 

当該年度の前

年度の前期高

齢者交付金の

額（三ヶ月分） 

× 

当該年度の前年度の一月一日から同年度の三月三十一日までの 

当該会員市町村の前期高齢被保険者に係る拠出対象額 

当該年度の前年度の当該会員市町村の前期高齢被保険者に係るアに掲げ

る額並びに後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要した費用の

額との合計額の十二分の三 
 

＋ 

当該年度の前 

期高齢者交付 

金の額 

（九ヶ月分） 

× 

当該年度の四月一日から同年度の十二月三十一日までの 

当該会員市町村の前期高齢被保険者に係る拠出対象額 

当該年度の当該会員市町村の前期高齢被保険者に係るアに掲げる額並び

に後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要した費用の額との合

計額の十二分の九 
 

ア 療養の給付に要する費用の額から一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事

療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送

費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額（当該療養につき他の法令の

規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときは、その給付

額を控除した額）とすること。 
 

二 高額医療費共同事業交付金 

療養の給付に要した費用の額等のうち当該一般被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等に

ついて受けた療養に係るものが八十万円を超えるものの当該超える部分の額の合算額（以下「八

十万円超合算額」という。）と当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日ま

での間に係る前期高齢者納付金の額のうち当該合算額について当該会員市町村の前期高齢被保

険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額（下記Ⅲの式により算定される額）と

の合算額（前期高齢者交付金がある場合には、下記Ⅳの式により算出される額を控除した額）

の百分の五十九に相当する額として算定した額（以下「高額医療費共同事業基準拠出対象額」

という。）とすること。 

Ⅲ 

当該年度の前

年度の前期高

齢者納付金の

納付に要する

費用の額（三ヶ

月分） 

× 

当該年度の前年度の一月一日から同年度の三月三十一日までの 

当該会員市町村の前期高齢被保険者に係る八十万円超合算額 

当該年度の前年度の当該会員市町村の前期高齢被保険者に係るアに掲げ

る額並びに後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要した費用の

額との合計額の十二分の三 
 

＋ 

当該年度の前 

期高齢者納付 

金の納付に要 

× 
当該年度の四月一日から同年度の十二月三十一日までの 

当該会員市町村の前期高齢被保険者に係る八十万円超合算額 



する費用の額 

（九ヶ月分） 
当該年度の当該会員市町村の前期高齢被保険者に係るアに掲げる額並びに

後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要した費用の額との合計額

の十二分の九 
 

Ⅳ 

当該年度の前

年度の前期高

齢者交付金の

額（三ヶ月分） 

× 

当該年度の前年度の一月一日から同年度の三月三十一日までの 

当該会員市町村の前期高齢被保険者に係る八十万円超合算額 

当該年度の前年度の当該会員市町村の前期高齢被保険者に係るアに掲げ

る額並びに後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要した費用の

額との合計額の十二分の三 
 

＋ 

当該年度の前 

期高齢者交付 

金の額 

（九ヶ月分） 

× 

当該年度の四月一日から同年度の十二月三十一日までの 

当該会員市町村の前期高齢被保険者に係る八十万円超合算額 

当該年度の当該会員市町村の前期高齢被保険者に係るアに掲げる額並びに

後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要した費用の額との合計額

の十二分の九 
 

２ 交付金は、毎年度、十二期に分けて交付するものとする。 

３ 第一項の療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪

問看護療養費、特別療養費又は移送費の支給が第三者の行為により生じた事故に係る場合にあっ

ては、当該第三者に対する求償権の行使により取得した額を控除した額とし、損害賠償を受けた

後に、過誤調整として処理するものとする。 

（交付金の決定及び通知） 

第六条 連合会は、会員市町村からの申請に基づき、各年度につき、交付金の決定を行い、その結

果を会員市町村に通知するものとする。 

（交付金の交付方法等） 

第七条 交付金の交付方法その他交付金に関して必要な事項は、細則で定める。 

   

第三章 保険財政共同安定化事業等に係る拠出金 

（拠出金の徴収及び納付） 

第八条 連合会は、保険財政共同安定化事業等及び当該事業に関する事務の処理に要する費用に充

てるため、会員市町村から、保険財政共同安定化事業拠出金、高額医療費共同事業拠出金、保険

財政共同安定化事業事務費拠出金及び高額医療費共同事業事務費拠出金（以下「拠出金」という。）

を徴収するものとする。 

２ 会員市町村は、連合会に拠出金を納付しなければならない。 

（保険財政共同安定化事業拠出金及び高額医療費共同事業拠出金） 

第九条 各会員市町村が毎年度納付する保険財政共同安定化事業拠出金は、次の①に掲げる式によ

り算定した額（都道府県が広域化等支援方針において特別の方法を定めたときは、②の式により

算定した額。以下「標準保険財政共同安定化事業拠出金」という。）を基準として、当該事業の

実施に係る資金の借入に要した費用及びその他の事項を勘案して連合会が定める額とする。 

 

 ① 

保険財政共同 

安定化事業基 

準拠出対象額 

の合計額 

× 

１ 

× 

当該会員市町村の当該年度の前々年度の各月末に 

おける一般被保険者の数の合計数 

２ 当該都道府県内のすべての会員市町村の当該年度の

前々年度の各月末における一般被保険者の数の合計

数の合計 
 

＋ 
保険財政共同 

安定化事業基 
× 

１ 
× 

当該会員市町村の当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度の 

一般被保険者の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額を合算した額 



準拠出対象額 

の合計額 

２ 当該都道府県内のすべての会員市町村の当該年度の前々年度及びその

直前の二箇年度の一般被保険者の保険財政共同安定化事業基準拠出対

象額を合算した額 
 

 ② 

保険財政共同 

安定化事業基 

準拠出対象額 

の合計額 

× 基準割合 × 
被保険者 

拠出割合 
× 

当該会員市町村の当該年度の前々年度の各

月末における一般被保険者の数の合計数 

当該都道府県内のすべての会員市町村の当

該年度の前々年度の各月末における一般被

保険者の数の合計数の合計 
 

＋ 

保険財政共同 

安定化事業基 

準拠出対象額 

の合計額 

× 基準割合 × （１－ 
被保険者 

拠出割合 
)× 

当該会員市町村の当該年度の前々年

度の一般被保険者の総所得金額等の

合計額 

当該都道府県内のすべての会員市町

村の当該年度の前々年度の一般被保

険者の総所得金額等の合計額の合計 
 

＋ 

保険財政共同 

安定化事業基 

準拠出対象額 

の合計額 

× （１－基準割合） × 

当該会員市町村の当該年度の前々年度及びそ

の直前の二箇年度の一般被保険者の保険財政

共同安定化事業基準拠出対象額を合算した額 

当該都道府県内のすべての会員市町村の当該

年度の前々年度及びその直前の二箇年度の一

般被保険者の保険財政共同安定化事業基準拠

出対象額を合算した額 
 

２ 各会員市町村が毎年度納付する高額医療費共同事業拠出金は、次に掲げる式により算定した額

（以下「標準高額医療費共同事業拠出金」という。）を基準として、当該事業の実施に係る資金

の借入に要した費用、国民健康保険中央会が実施する超高額医療費共同事業に係る拠出金及び交

付金並びにその他の事項を勘案して連合会が定めること。 
 

高額医療費共同 

事業基準拠出対 

象額の合計額 

× 

当該会員市町村の当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度の 

一般被保険者の高額医療費共同事業基準拠出対象額を合算した額 

当該都道府県内のすべての会員市町村の当該年度の前々年度及び

その直前の二箇年度の一般被保険者の高額医療費共同事業基準拠

出対象額を合算した額 
 

３ 保険財政共同安定化事業拠出金及び高額医療費共同事業拠出金は、毎年度、十二期に分けて拠

出するものとし、第一期から第九期までは連合会が行う当該年度の保険財政共同安定化事業基準

拠出対象額及び高額医療費共同事業基準拠出対象額の合計額の見込額に基づき概算拠出を行い、

第十期から第十二期において当該年度の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額及び高額医療費

共同事業基準拠出対象額の合計額に基づき確定拠出を行うものとする。 

（保険財政共同安定化事業事務費拠出金及び高額医療費共同事業事務費拠出金） 

第十条 各会員市町村が毎年度納付する保険財政共同安定化事業事務費拠出金及び高額医療費共同

事業事務費拠出金の額は、次の各号の式により算定した額とする。 

一 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 
 

当該年度における 

連合会の保険財政 

共同安定化事業に 

× 
当該会員市町村の当該年度の前々年度の各月末にお

ける一般被保険者の数の合計数 



関する事務の処理 

に要する費用の見 

込額 

当該都道府県内のすべての会員市町村の当該年度の

前々年度の各月末における一般被保険者の数の合計

数の合計 
 

二 高額医療費共同事業事務費拠出金 
 

当該年度における 

連合会の高額医療 

費共同事業に関す 

る事務の処理に要 

する費用の見込額 

× 

当該会員市町村の当該年度の前々年度の各月末にお

ける一般被保険者の数の合計数 

当該都道府県内のすべての会員市町村の当該年度の

前々年度の各月末における一般被保険者の数の合計

数の合計 
 

（拠出金の額の決定及び通知） 

第十一条 連合会は、各年度につき、当該年度の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額及び高額

医療費共同事業基準拠出対象額の合計額の見込額に基づき、第一期から第九期までの納期におい

て各会員市町村が納付すべき保険財政共同安定化事業拠出金及び高額医療費共同事業拠出金の額

を決定し、当該拠出金の基準となる当該会員市町村の標準保険財政共同安定化事業拠出金及び標

準高額医療費共同事業拠出金の額と併せて、当該会員市町村に通知しなければならない。 

２ 連合会は、各年度につき、当該年度の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額及び高額医療共

同事業基準拠出対象額の合計額に基づき、第十期から第十二期までにおいて各会員市町村が納付

すべき保険財政共同安定化事業拠出金及び高額医療費共同事業拠出金の額を決定し、当該拠出金

の基準となる当該会員市町村の標準保険財政共同安定化事業拠出金及び標準高額医療費共同事業

拠出金の額と併せて、当該会員市町村に通知しなければならない。 

３ 連合会は、各年度につき、各会員市町村が納付すべき保険財政共同安定化事業事務費拠出金及

び高額医療費共同事業事務費拠出金の額を決定し、当該会員市町村に通知しなければならない。 

第十一条の二  連合会は、各年度につき、各会員市町村の当該年度の前年度（平成二十八年度に

あっては、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度）の八十万円超合算額並びに各都道府県内

のすべての会員市町村の当該年度の前年度（平成二十八年度にあっては、当該年度の前年度及び

その直前の二箇年度）の八十万円超合算額の合算額を、当該年度の十月一日までに当該市町村の

属する都道府県に通知しなければならない。 

（拠出金の納付方法等） 

第十二条 拠出金の納付方法及びその他拠出金に関して必要な事項は、細則で定める。 

（延滞金） 

第十三条 連合会は、会員市町村が、納付すべき期限までに拠出金を納付しないときは、その拠出

金の額につき年一四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納の日の前日までの日

数により計算した延滞金を徴収する。 

   

第四章 その他 

（特別会計） 

第十四条 連合会は、保険財政共同安定化事業等の経理を行うため、別に定めるところにより特別

会計を設ける。 

２ 前項の特別会計には、保険財政共同安定化事業等の財政を健全に維持するため基金を設けるこ

とができる。 

（端数整理） 

第十五条 拠出金の額を算定するに当たり、一円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入する

ものとする。 

２ 交付金の額を算定するに当たり、一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとす

る。 

（資料の請求） 

第十六条 連合会は、拠出金及び交付金を算定するため必要な資料の提出を会員市町村に求めるこ

とができる。 

（理事会の承認） 



第十七条 第九条第一項に規定する当該年度の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額並びに同条

第二項に規定する当該年度の高額医療費共同事業基準拠出対象額の合計額の見込額及び第十条に

規定する当該年度における保険財政共同安定化事業等に関する連合会の事務の処理に要する費用

の見込は、理事会の承認を得て理事長が定めるものとする。 

（細則） 

第十八条 この規定に定めるもののほか保険財政共同安定化事業等の実施、運営に関する事項は、

細則で定める。 

２ 細則は、理事会の承認を得て理事長が定めるものとする。 

 

附 則 

１ この規則は、平成十八年十月一日から施行する。 

２ 第八条及び第十条の規定にかかわらず、高額医療費共同事業事務費拠出金の算出に当たっては、

国が交付する補助金を勘案するものとすること。 

３ 保険財政共同安定化事業等に係る交付金の交付基準における療養の給付に要した費用の額等に

ついては、第五条第一項第一号中及び同条第三項中「入院時生活療養費、保険外併用療養費」と

あるのは、平成十八年九月三十日までにおいて支出負担行為をしたものについては、なお、従前

の例によること。 

４ 平成十八年度における保険財政共同安定化事業交付金の対象となる医療費については、第四条

中「前年度の一月一日から当該年度の」とあるのは「当該年度の七月一日から」とすること。 

５ 平成十八年度における保険財政共同安定化事業交付金については、第五条第二項中「十二期」

とあるのは「六期」とすること。 

６ 平成十八年度における保険財政共同安定化事業拠出金については、第九条第三項中「、十二期」

とあるのは「、六期」と、「第九期」とあるのは、「第三期」と、「第十期から第十二期」とあ

るのは「第四期から第六期」とすること。 

７ 平成二十年度における「保険財政共同安定化事業基準拠出対象額」及び「高額医療費共同事業

基準拠出対象額」については、第五条第一項第一号及び第二号中「前年度の一月一日から当該年

度の十二月三十一日」とあるのは、「当該年度の五月一日から同年度の十二月三十一日」とし、

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの式についてはそれぞれ下記のとおりとする。 

Ｉ 

 

当該年度の前 

期高齢者納付 

金の納付に要 

する費用の額 

（八ヶ月分） 

× 

当該年度の五月一日から同年度の十二月三十一日までの 

当該市町村の前期高齢被保険者に係る三十万円超合算額 

当該年度の当該市町村の前期高齢被保険者に係る療養の給付に要した費用 

の額等並びに後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要した費用の 

額との合計額の十一分の八 
 

Ⅱ 

 

当該年度の前 

期高齢者交付 

金の額 

（八ヶ月分） 

× 

当該年度の五月一日から同年度の十二月三十一日までの 

当該市町村の前期高齢被保険者に係る三十万円超合算額 

当該年度の当該市町村の前期高齢被保険者に係る療養の給付に要した費用 

の額等並びに後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要した費用の 

額との合計額の十一分の八 
 

Ⅲ 

 

当該年度の前 

期高齢者納付 

金の納付に要 

する費用の額 

（八ヶ月分） 

× 

当該年度の五月一日から同年度の十二月三十一日までの 

当該市町村の前期高齢被保険者に係る八十万円超合算額 

当該年度の当該市町村の前期高齢被保険者に係る療養の給付に要した費用 

の額等並びに後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要した費用の 

額との合計額の十一分の八 
 



Ⅳ 

 

当該年度の前 

期高齢者交付 

金の額 

（八ヶ月分） 

× 

当該年度の五月一日から同年度の十二月三十一日までの 

当該市町村の前期高齢被保険者に係る八十万円超合算額 

当該年度の当該市町村の前期高齢被保険者に係る療養の給付に要した費用 

の額等並びに後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要した費用の 

額との合計額の十一分の八 
 

８ 平成二十一年度における「保険財政共同安定化事業基準拠出対象額」及び「高額医療費共同事

業基準拠出対象額」については、第五条第一項第一号及び第二号中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの式について

はそれぞれ下記のとおりとする。 

Ｉ 

前年度の前期 

高齢者納付金 

の納付に要す 

る費用の額 

（三ヶ月分） 

× 

前年度の一月一日から同年度の三月三十一日までの当該市町村の 

前期高齢被保険者に係る三十万円超合算額 

前年度の当該市町村の前期高齢被保険者に係る療養の給付に要した費用 

の額等並びに後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要した費用 

の額との合計額の十一分の三 
 

＋ 

当該年度の前 

期高齢者納付 

金の納付に要 

する費用の額 

（九ヶ月分） 

× 

当該年度の四月一日から同年度の十二月三十一日までの 

当該市町村の前期高齢被保険者に係る三十万円超合算額 

当該年度の当該市町村の前期高齢被保険者に係る療養の給付に要した費用 

の額等並びに後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要した費用の 

額との合計額の十二分の九 
 

Ⅱ 

前年度の前期 

高齢者交付金 

の額 

（三ヶ月分） 

× 

前年度の一月一日から同年度の三月三十一日までの当該市町村の 

前期高齢被保険者に係る三十万円超合算額 

前年度の当該市町村の前期高齢被保険者に係る療養の給付に要した費用 

の額等並びに後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要した費用 

の額との合計額の十一分の三 
 

＋ 

当該年度の前 

期高齢者交付 

金の額 

（九ヶ月分） 

× 

当該年度の四月一日から同年度の十二月三十一日までの 

当該市町村の前期高齢被保険者に係る三十万円超合算額 

当該年度の当該市町村の前期高齢被保険者に係る療養の給付に要した費用 

の額等並びに後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要した費用の 

額との合計額の十二分の九 
 

Ⅲ 

前年度の前期 

高齢者納付金 

の納付に要す 

る費用の額 

（三ヶ月分） 

× 

前年度の一月一日から同年度の三月三十一日までの 

当該市町村の前期高齢被保険者に係る八十万円超合算額 

前年度の当該市町村の前期高齢被保険者に係る療養の給付に要した費用 

の額等並びに後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要した費用 

の額との合計額の十一分の三 
 



＋ 

当該年度の前 

期高齢者納付 

金の納付に要 

する費用の額 

（九ヶ月分） 

× 

当該年度の四月一日から同年度の十二月三十一日までの 

当該市町村の前期高齢被保険者に係る八十万円超合算額 

当該年度の当該市町村の前期高齢被保険者に係る療養の給付に要した費用 

の額等並びに後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要した費用の 

額との合計額の十二分の九 
 

Ⅳ 

前年度の前期 

高齢者交付金 

の額 

（三ヶ月分） 

× 

前年度の一月一日から同年度の三月三十一日までの 

当該市町村の前期高齢被保険者に係る八十万円超合算額 

前年度の当該市町村の前期高齢被保険者に係る療養の給付に要した費用 

の額等並びに後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要した費用 

の額との合計額の十一分の三 
 

＋ 

当該年度の前 

期高齢者交付 

金の額 

（九ヶ月分） 

× 

当該年度の四月一日から同年度の十二月三十一日までの 

当該市町村の前期高齢被保険者に係る八十万円超合算額 

当該年度の当該市町村の前期高齢被保険者に係る療養の給付に要した費用 

の額等並びに後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要した費用の 

額との合計額の十二分の九 

 

９ 平成二十二年度における交付金については、第五条第二項中「十二期」とあるのは「十期」と

すること。 

10 平成二十二年度における保険財政共同安定化事業拠出金及び高額医療費共同事業拠出金につい

ては、第九条第三項中「、十二期」とあるのは「、十期」とすること。 


